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８ 会議の概要及び結果

（１）本年３月７日に行った報告について、その後の状況を調査し、県執行部と意見交換を行

った。

（２）公金運用・調達について報告を受けた。

９ その他の必要な事項

な し

１０ 担当書記

政策調査課政策法務班 副主幹 礒﨑香織

政策調査課調査広報班 主幹（総括） 西村和芳

議事課議事調整班 副主幹 秋本昇二郎



行財政改革・グローバル戦略特別委員会次第

日時：平成２９年３月２７日（月）１１:００～

場所：第６委員会室

１ 開 会

２ 付託事件について【総務部関係】 １１：００～１２：００

（１）提言について

（２）公金運用・調達について

【休憩 ６０分】

３ 付託事件について【企画振興部関係】 １３：００～１４：００

（１）提言について

①提言１について

②提言２について

③提言３について

④提言４について

⑤提言５について

４ そ の 他

５ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

志村委員長 ただいまから行財政改革・グロ

ーバル戦略特別委員会を開きます。

お手元に配付の次第に基づきまして調査を

行います。

まず、提言についてであります。

本特別委員会が去る３月７日に行いました

報告の提言への対応状況について執行部から

順次説明をお願いしたいと思います。

まず、島田部長お願いします。

島田総務部長 本日、２点について説明をさ

せていただきます。

まず１点目は、委員長からお話がありまし

た、この委員会から３月７日に頂戴した提言、

行財政改革に関して「量的削減」から「質的

向上」への転換をという提言を頂きましたの

で、関連する県の取組について説明をさせて

いただきます。

２点目は、公金の運用・調達についてです。

著しい低金利が続いておりますが、運用・調

達の統一的な指針となる「公金管理指針」を

策定いたしまして、運用方法の拡大、県債の

発行条件の多様化など、効果的、効率的な公

金管理を行おうということで取り組んでおり

ますので、その内容についても報告をさせて

いただきます。

なお、関連いたします部局、具体的には商

工労働部、会計管理局、教育委員会からも関

係課長等が出席しております。

引き続き担当課長から具体的な説明をさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。

浦辺行政企画課長 それでは、私から頂きま

した提言に対する県の考え方を説明いたしま

す。

説明資料の１ページを御覧ください。

左側に提言内容、右側に県の考え方を記載

しております。県では、平成１６年に行財政

改革プランを策定して以来、聖域を設けるこ

となく、行財政改革を徹底してきました。

今後も社会保障関係費の増大や社会インフ

ラの老朽化など、様々な課題があることから、

引き続き行財政基盤の強化に努める必要があ

ります。

併せて、行政の質の向上も大事な課題であ

ることから、平成２４年３月に策定した行財

政高度化指針において、行政の質の向上を取

組の柱の１つに位置付け、業務改善などを推

進してきました。

平成２７年１０月に策定した行財政改革ア

クションプランにおいても、マイナンバー制

度による県民の利便性向上はもとより、勤務

公署以外でも勤務を可能とするサテライトオ

フィスや在宅勤務の推進など、ＩＣＴを積極

的に活用することとしています。

働き方改革が求められる中、育児など時間

的制約のある職員に対しては、在宅勤務用の

タブレット端末を、また、振興局の農業普及

指導員などが現場においてニーズに応じた迅

速な情報提供や報告ができるよう、モバイル

ワーク用のタブレット端末をそれぞれ整備し

ます。

さらに、職員個人のスマートフォンで庁内

システムの利用を可能とするなど、ＩＣＴを

活用した多様な働き方ができる環境を整備し、

業務の効率化と行政サービスの質の向上を図

ってまいります。

説明は以上でございます。

志村委員長 ありがとうございます。

「量的削減」から「質的向上」ということ

を提案しました。これに対する県の考え方で

ございました。

これから質疑に入りたいと思います。いか

がでしょうか。

麻生委員 今後、質的向上を図るということ

と行財政高度化指針に基づいてというのがあ

るんですけど、どちらかというと縮小傾向に

あるといいますか、大分県の基本的な部分で



- 2 -

縮小傾向的な印象を受けるんだけれども、行

政の本質はどこにあるのかと。特に、県行政

というのは間接行政ですから、議会でもいろ

んな指摘をしている中で、目標とすべき前提

条件が一番重要になってくるんではないかな

と私は思うんですが、よく議会の中でも格差

が最近取り沙汰されている中で、２５年度の

対国民所得格差が８９．９％と。一時期は９

５％ぐらいを目標に大分県としていろいろや

ってきていると思うんですけれども、このデ

ータから見るときに、国税徴収額は大分県内

で３，１３６億円あって、県税徴収額は１，

０８６億円と。税のメニューが違うわけです

から、とはいいながら、県の一般会計総決算

額は５，７４１億円という現状を考えるとき

に、結局、国税を納めるために、この数字か

ら見ると、間接行政を主とする大分県の行政

として、行財政高度化指針に基づいていろん

なことをやっているんだけど、なかなか豊か

にならない、幸せになれないという声が伝わ

ってくる中で、対国民所得格差をいつまでに

どれくらいに持っていこうとしているという

前提条件が内部的にあるのかどうか、そこを

ちょっと聞いてみたいなと思ったので、その

点だけ教えてください。

浦辺行政企画課長 具体的に今おっしゃった

格差をどこまで改善するという数値目標を県

内部で掲げているという状況にはありません。

安心・活力・発展プラン２０１５という大目

標を掲げて、それを実行していく、それを支

えていく行財政基盤の確立に向けてアクショ

ンプランというのを設けて、それに沿って行

革に取り組んでいくと、そういったことが全

体として格差是正なりにつながっていくんだ

と考えております。

麻生委員 本県については、工業製品出荷額

は４兆５千億円あるわけですね。当然そうい

った流れの中から、国税の徴収額等々は結構

あると。一方、県税の部分になると、なかな

かそこまで追い付いていない。自主財源も確

保が厳しいという現状にあるわけですよね。

当然、対国民所得格差についても、大分県全

体での数字は把握しているけれども、各県下

の市町村というか、そういったデータの把握、

前提条件の把握というのは今できているんで

しょうか。今後、各市町村との連携を強化し

ていくという話がある中で、そこの部分につ

いてはどういうふうになっているんでしょう

か。把握できているのかどうか、各市町村ご

と。

浦辺行政企画課長 基本的にそういった税収

については、市町村分も県において数字は当

然ながら把握をしております。

全体の構造として、国税、地方税割合、お

っしゃるように、そういうアンバランスがあ

って、そこを埋める制度として地方交付税と

いう地方固有の財源というのがあって、それ

をバランスよく配分しながら行財政運営に努

めているという実情でございます。

麻生委員 先ほど安心・活力・発展プラン、

それぞれ総務部が扇の要として企画と連携を

図ってやっておられるわけですけれども、そ

の中で、例えば、農業産出額、水産業である

とか林業産出額、それがまだ九州の下位に低

迷している実態の中で、一方で、工業製品の

出荷額は頑張っていると。そこら辺のことを

含めて、前提条件となる目標設定というのが、

これは非常に重要になってこようかと思いま

す。格差という部分でも、市町村ごと、地域

格差も非常に大きくなっているような気がし

ますし、少子・高齢化が進む中で、そういっ

た部分を今後の行財政改革を実行するに当た

って何のためにやるかという部分、ただ単に

財政運営ができればいいとか、その目標数値

の背景になる前提条件の部分、もっともっと

本質的な部分をしっかり考えて取り組んでい

ただきたいと、これは要望しておきます。

以上です。

藤田委員 新たな働き方や県民サービスを向

上するために、新たなツールとして、今回、

タブレットの導入、ＩＣＴの活用という項目

で回答頂いているんですけれども、具体的に

そのツールが入ったときに、職員さんの働く

時間、県民と接点をより多く持つための時間
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を作り出すためのソフト面というか、決裁手

続であるだとか、あるいはタブレットを使っ

て在宅勤務をする際のルールであるだとか、

そういったもののルール化、あるいは手続の

簡素化というのは、現在どういうふうに検討

されているんでしょうか。

藤原人事課長 現在の在宅勤務は月に５日と

いうことで、勤務を希望する職員が所属長に

計画書を出すというふうな仕組みで設けてお

りますけど、２９年度から行う全体としての

タブレット端末を中心とした多様な働き方を

推進するということに関しては、在宅勤務の

分は、今、対象者を管理職まで拡大をする。

そうすることによって、いろんな場面におい

て業務効率が図られるだろうということで考

えております。

そういう中で、在宅勤務についても、いろ

んな所属を今から選定していくということに

なるんですけど、委員おっしゃるように、御

指摘の決裁手続等に関しては、これからの検

討課題ということになろうかと思っておりま

す。

藤田委員 僕も会社勤めをしているときに一

番職員として時間が掛かったのが、最終的な

判子をもらうところまでが、欠席があったり、

なかなか時間が掛かって、それから作業が進

められないというのが一番ネックだったよう

な気がするんですね。そういう意味では、端

末を使いながら、どこにいても決裁が受けら

れる、若しくはその中身もできるだけ短くし

ていくということが一番効率化につながるよ

うな気がするので、今から検討という回答を

頂きましたけれども、是非そういう視点も特

に突っ込んで議論していただければ有り難い

なと思います。

小嶋委員 今、藤田委員がおっしゃられたこ

とと少し関連すると思うんですけど、端末機

の新たな配置も非常に、出先とか、あるいは

在宅勤務するとかいう場合は効率化を図れる

ということはやはりあると思います。一方で、

今、１つ問題になると思われるのは、働き方

でいえば、長時間労働だとか、あるいは長時

間労働をある意味、誘発はしないんですけれ

ども、結果として容認をする背景には、端末

機のセキュリティーだとか、あるいは端末の

使用制限だとかいうものも、働き方を変えて

いくという意味では今後検討していく必要が

あるんじゃないかなと思っていまして、本会

議の中でも桑原委員がシンクライアントとい

うような言い方で言われておりましたが、シ

ンクライアントの端末機の設置に更改をして

いくということが今後検討されるとするなら

ば、それによって働き方が随分また変わって

くるのではないかと。大分にいて、それが東

京事務所に行こうが、大阪事務所に行こうが、

端末機を移動する必要もなく、セキュリティ

ーもきちっと掛かっているし、余分な仕事を

すると、その端末機は受け付けないというよ

うなことなどもシステム的にはどうにでもな

るわけなんですけれども、この機会に、お金

は少し掛かりますけれども、働くツールの更

改辺りについても検討していく必要があるの

ではないかと。質的向上への転換をしていく

という意味では、そういったところの検討も

必要ではないかなと、このように思います。

藤田委員と同じように、私も会社におる頃

に、そこまでは発展はしていませんでしたが、

現状では転勤が頻繁な企業にとっては、どこ

の端末を誰が使っても自分の机でやっている

のと同様のことができるというシンクライア

ントというシステムがありますから、そうい

うものを今後御検討なさって、働き方を変え

てあげるということも必要になっているので

はないかと、このように思っていますが、い

かがでしょうか。

浦辺行政企画課長 おっしゃることは十分に

分かります。まずは今回、モバイルワークと

いうことで移動ができる、携帯していけるよ

うな端末のタブレット、現場に行って、そこ

で対応し、さらに、そこから帰庁報告もでき

るということで、先ほど話がありました移動

時間もなく、そこまで報告ができる。決裁と

いう手続上の問題は今から検討するというこ

となんですが、まずはそこから入って、その
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システムをしっかりしたものに持っていくと

いうことが最重要だろうと思っております。

以上です。

小嶋委員 そこから前の橋から渡っていくの

は当然のことだと私も思いますし、今後、こ

ういうものを少しずつ検証していって、更に

広めていくことになるんだろうと思うんです

けど、そのときに、シンクライアントと話は

変わりますが、いわゆるワークルール、大分

県のそれぞれ部門ごとの働き方のワークルー

ルについても、少し精密に検討していかなけ

ればならないんではないかと、このよう気も

しておりますので、その点、是非今後の検討

課題に挙げておいていただければと思います。

要望させていただきます。

戸高副委員長 先ほどの在宅でやる場合の、

おっしゃったように、セキュリティーの面と

かいうのは非常に大事だと思うんですけれど

も、ここで書いている病気治療というふうに、

これは今まで年５日でしたかね、さっき言っ

たのは、自分で申請をして在宅でやるという

ことですね。病気治療等、そういったやむを

得ず在宅なら可能といった、要するに出てく

るのは難しいんだけれども、在宅であれば働

けるといった場合には、まず勤務がそのまま

継続してできるという可能性があると思うん

ですが、その辺の取組というのは、２９年度

から可能性があるのか。

藤原人事課長 将来的には、やはり在宅であ

る程度の勤務が、どういう職員の場合なのか、

障がいがある、病気治療がある、そういう職

員においても在宅で勤務が可能な状態という

ことが理想的であると思われますが、当面、

現状として現在の育児、それから長距離通勤、

介護も一部あるんですが、そういった職員を

月に５日程度という枠組みの中で徐々に広げ

ていきたいというふうには思っておりますが、

将来的にはおっしゃられるようなことが一番

望ましいんではないかとに思っています。

戸高副委員長 是非ちょっとそこをですね、

どういった分が在宅で可能である職務なのか

という区別というか、それがあれば、これは

在宅でもできるんではないかというきちっと

した仕分けを今後そういうふうに検討する場

合にやっていただければなと思いますので、

是非よろしくお願いいたします。

以上です。

麻生委員 今、行政手続の簡素化及び業務改

善について、決裁システムについてのやり取

りがあったんですけれども、これは非常に重

要なことだと思うんですけれども、やっぱり

今の時代、スピードが求められていると。先

ほど情報共有、ナレッジマネジメントシステ

ムを導入すると言いつつ、なかなか県庁職員

横断的な情報共有がなされていないというの

も現実だろうと思うし、今、国会の状況を見

ていても国有地の売却の問題がいろいろやり

取りされているけれども、じゃ、要は誰が責

任持って権限移譲されて、責任を持って決裁

をするかどうか。決裁権者が下から上までず

っとつながっておってやるようなシステム、

僕はむしろその方が責任のなすり合いになっ

ているので、担当者にどれだけレギュレート

できるか、権限移譲できるかというのも十分

検討していく必要があるんではないかなと。

我々議会の側からすると、ある意味、失敗

してもいいから、とりあえずやっちゃえよみ

たいな、そういうような寛容さも要るのかな

と。県民もそういうスピードをむしろ、とり

あえずやっちゃえと。失敗して初めて、そこ

でしっかり学んで精度を上げていくというよ

うな方向性というのも、これからの時代、行

政にも求められるんじゃないかなと。公金と

いう部分で、確かに結果として慎重になって

スピードが遅くなって、何をやっても、もう

やったときには全く意味のない、間に合わな

いことばかりやっているみたいな印象を受け

ることが多いもんですから、そういう意味で、

情報共有、ナレッジマネジメントシステムと

レギュレート、権限移譲、これを決裁システ

ムの中にどう盛り込んでいくかというのが大

変大事じゃないかなということと、失敗をし

てもいいから、失敗するかもしれないけどや

らせてくださいというような姿勢と責任所在
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の明確化というのがこれからの行政には求め

られると私は思うんですが、その辺り、部長

どうですか。

島田総務部長 おっしゃる方向性というか、

精神論としては理解できることはあるんです

けれども、そういう意味では、これまではと

もすると失敗を恐れるというか、セキュリテ

ィー偏重でこのＩＣＴというのがやや進んで

いなかったような嫌いがありますので、今回、

タブレット端末を大きく入れることで、入れ

ることが目的ではありません。先ほど来あり

ますとおり、入れることを通じて、これまで

の意思決定の在り方であるとか、そういうの

も見直して、真に効率的な仕事の仕方、超過

勤務を縮減したり、浮いた時間を県民に接す

る時間として確保したり、そういったことを

実現するために、今回のタブレット端末の導

入ということも検討しておりますので、そう

いった意味で、失敗を恐れずにどんどんチャ

レンジするという姿勢の現れと思って、御理

解を頂ければと思います。

桑原委員 質問ですけれども、職員の一人一

人の能力は最大限発揮されたとしてでも、事

業構築が効率的なものじゃないというところ

があると思うんですね。そういう意味で、例

えば、長計で各いろんなテーマがありますよ

ね。テーマに沿ったものを各部局が出してい

ると。一つ一つを見ると目的とか分かるんで

すけれども、全体テーマに沿って見ると、こ

こはまだ直接的な効果を求めなければいけな

いのに、あんまり効果が分からないような啓

発事業の多くにお金が割かれたりしていると

いう印象がある事業がいっぱいあるんですね。

こういうのはどこで話し合われるんですかね。

同じテーマを目指すのに、いろんな部局が予

算をそれぞれ取っていくけれども、どこにど

ういうふうに力を入れるのかとかいうのは、

部局同士の話し合う場みたいなのがどこにあ

るのかというのを教えてください。

大友財政課長 予算の編成過程の中で、そう

いった議論になってくると思うんですけれど

も、基本的にまず大きな方向性として、今言

われました長計というのがベースであります。

単年度、単年度は県政推進指針ということで、

秋口からどういう方向でやっていくか、これ

またある意味、単年度の大きな方針というの

を定めています。それに基づいて、財政課と

しては予算編成方針を出して、その一定の枠

の中で、当然、特別枠とかありますけれども、

そういったものに要求していただく。それが

出てきた際に、当然、査定行為をやっていき

ますので、ある意味、一元的には私のところ

で全体の事業を整理しますので、その責任と

いうのは、ある意味、私のところにあるのか

なと思っております。その上で、取捨した上

で部長査定、知事査定という形で議論してい

きますので、そこの部局の横の調整というの

は私のところであり、あるいは担当主計員が

おりますので、そういったところが当然そう

いうアンテナを張りながら、どういう事業と

どういう事業に関連があると、だから、この

事業とこの事業はこういう整理の仕方がいい

んじゃないかというのはやっております。

ただ、今、委員おっしゃられたように、そ

れが完璧かというと、必ずしもそうでない部

分もあるので、そこがそういうふうに外から

見たときに、事業を出したときにという判断

をされるというのは、我々としてももう少し

そこを深めて工夫していくという必要がある

のかなと思っております。

桑原委員 ありがとうございます。今まで各

事業が部局にわたっていると、これよりこっ

ちの方がいいんじゃないかと言っても、その

部局の人は答えようがありませんから、ここ

が財政課の方に、いろいろ提言もさせていた

だきたいと思いますけれども、そこの機能を

強めていただければと思います。

守永委員 委員の皆さんからいろんな投げ掛

けもあったわけですけれども、実際、私も一

般質問の中でも投げ掛けさせてもらったんで

すけれども、どうも仕事そのものがなくす部

分がなくて、何もかも抱えながら次に新たな

ことが展開されていっているような傾向がど

うしても強いと思うんですね。その辺の見極
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めとか、そういったものをしていかないと、

果てしなく雪だるま状態で大きくなってしま

うのが、やはり現場職員の悩みの種でもある

んじゃないかなと思います。その現場職員の

悩みの種というのは、県民の皆さんがいつま

でも、これもまたやってくれるんだろうとい

う形で、いわゆるテーマが絞り切れない、そ

ういうことなんだろうなと思いますし、人が

少なくなってきている中で、その辺の見極め

という部分の基準をある程度示してあげるこ

とと、ただ、かといって全部を切り捨ててい

いかというと、なかなか現場実態としては、

そういう実態にもないんだろうなという思い

もしています。

ただ、そういった中で、現場サイドで一番

期待しているのは、とにかく決めることを早

く決めるようにしようよと。それは決めるこ

とに時間を掛けたくないという思いが一番強

いんじゃないかなという気もするので、その

辺がスムーズに進むような、それがこのツー

ルを使うことによって実現できるのか、それ

とも、議論の過程をもっとスムーズに、スマ

ートにすることによって解決できるのかとい

うのを整理していかないと、この道具をそろ

えたから、それを使っていいことできますよ

というよりも、じゃ、この道具を使ってどう

いうふうに意思決定過程をスリムにして、若

しくは結集してやっていくのか。しかも、そ

の上で、今の組織体制としては担当者と課長

がほぼストレートにつながった形での決裁過

程にはなっているんだけれども、じゃ、その

人が一人いなくなったときに、周りの人が誰

も知らないという状況も生まれているんじゃ

ないかなと。いわゆるカバーできる人がいな

いと、なかなか安心して力が発揮できない、

悩む、結果的には決め切れないという悪循環

に陥ったときに、それから抜け出ることがな

かなか難しいんじゃないかなという気もする

ので、非常に難しい形ではあるんですけれど

も、情報の共有という部分と速やかに決定し

ていくという部分と、さらにはセキュリティ

ーという部分が公務にはどうしても掛けられ

てしまうので、そういったのを個別事業の具

体的な中で組み立てていく姿が見えないと悪

いのかなというふうに思っていますので、と

りあえず提言に対して、この回答というのは、

ある意味、こういうことに対してこう応えて

くれているんだなというのは分かるんですけ

れども、じゃ、現場の職員が迷わないような

形での議論なり、それを現場段階できちんと

意識してやってもらうよという意識付けをお

願いしておきたいと思います。

何かコメントがあったら。

藤原人事課長 今、先ほどおっしゃられまし

たのは、確かに仕事を作るときに仕事を見直

すというスクラップ・アンド・ビルドの観点

は絶対に必要だと思います。仕事を常に見直

すという意識を職員は持っておく必要はある

と思います。

その上で、意思決定を今回のツールでどう

いうふうに活用できるのかということに関し

てなんですけど、例えば、管理職が不在のと

きにタブレットを持っておれば、職員からの

相談のときに判断ができるという要素は当然

出てきますので、そういったもので意思決定

は従来よりも早くなるという利点はあろうか

と思います。

先ほどおっしゃられるとおり、やっぱりき

め細かに見ていくという視点は必要であろう

と思いますので、今後とも委員おっしゃられ

る部分を参考にさせていただきながら、２９

年度の取組についても検討していきたいと思

っています。

守永委員 よろしくお願いします。

末宗委員 僕もちょっと後から聞いたんだけ

どね、これを読みよったら、業者の質の向上

とかいろいろあるんだけどね、いろいろやっ

ていたんだろうけど、今、人工知能の問題が

非常に騒がれて、職場も半分ぐらいなくなっ

て、新たな創造もできるというんだけど、今、

県庁の職員は人工知能の場合にどんなふうに

変わるというのが一応頭に入っているのかな

どうかなと思ってね、そこら辺りが飛躍的に

変わるはずやからね、例えば、医療やったら
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内科医は要らんと。人工知能が全部して、そ

れも世界で優秀な人がするというから、世界

的権威者が判断するというから、そこの辺り、

どんなふうに行政の中で取り組んでいるのか。

浦辺行政企画課長 そういう課題に対応すべ

く、来年度組織で情報政策課の中にＩＴ戦略

を専ら担当する……

末宗委員 情報政策課てどこにあるのか。

浦辺行政企画課長 商工労働部です。

末宗委員 情報政策課てあったかな。

浦辺行政企画課長 あります。そこに外部人

材も登用して、そういったＡＩなんかにも対

応できるような政策を県としてどういったと

ころで進めていけるかというのを来年度は本

格的に検討するという流れであります。

末宗委員 俺は今までのことを聞きよったん

じゃけど、今までは検討した成果はねえんか。

浦辺行政企画課長 研修会をやったり、勉強

会をやったりというのはあるんですが、具体

的にどういったことをどういった場面で使っ

ていくというのは、平成２９年度から具体的

な事象について考えていくということになっ

ております。

末宗委員 そんなら、確認だけど、２９年度

は具体的なのが出るんやね。

浦辺行政企画課長 具体的な課題を把握しな

がら、どういったところで使っていけるかと

いう検討というか、検証といいますか、そう

いった作業に入っていくと。

末宗委員 いや、だから、出るか出らんかで

いいんだ。

田北情報政策監 来年度、そういうことで、

今、浦辺課長が申し上げたように、課として

地域の様々な課題をＡＩ、ビッグデータ、い

ろんなものを使いまして、その課題解決のプ

ロジェクトを具現化していく、具体化してい

く、そういう取組を来年度やっています。

志村委員長 乞御期待と。

その他はいいですか。

〔「なし」と言う者あり〕

志村委員長 それでは、以上で質問を終わり

ます。

執行部から付託事件に関して報告したい旨

の申し出がありますので、これを許します。

大友財政課長 それでは、２つ目の項目、公

金運用・調達についてということで説明をさ

せていただきます。

委員会資料の２ページをお開きください。

昨年１月の日銀のマイナス金利政策導入以

降、これまでに類を見ない低金利の水準とな

っております。そうした中で、公金の効果的、

効率的な運用・調達を図るために、昨年４月

から関係部局の他、金融動向に詳しい庁内の

職員をメンバーにプロジェクトチームを編成

して、公金管理の一体化というものを検討し

てまいりました。そのプロジェクトチームで

の検討の結果、先月末に公金管理指針を策定

したところであります。

その指針の概要がそこに資料としてお付け

しております。

ポイントは３つございます。

１点目は、運用方法の拡大と効率化による

運用益の増加ということで、１つ目の項目と

して、運用対象債券の拡大。これまで国債、

政府保証債等の安全なものに限っておりまし

たけれども、更に高い利回りが見込めるとい

うことで、財投機関債を運用対象に追加いた

します。さらに、満期まで保有するというこ

とを原則としておりましたが、収益が将来の

受取利息を上回るといったような状況も勘案

しながら、中途売却もできるというふうに見

直しをしたところであります。併せまして、

公金管理計画というのを作成して、それによ

る運用益を拡大していこうと。これまで収支

を見通す中で、どうしても一時的に資金が不

足するという状況がありました。そこに備え

て、一定の金額、これまでだと２５０億円ほ

ど、１年以内の短期の運用をしております。

そうしたことで、なかなか運用益が稼げてお

りませんでしたので、その不足時期について

は、一時借入金等の別の手法によって資金調

達をして、その金額を長期運用に回すことで

運用益を稼いでいこうという見直しを行った

ところです。
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ポイントの２つ目は、発行条件の多様化と

利子負担の軽減ということで、地方債の金利

を、特に昨今、低金利ですけれども、今後の

将来の見通しが非常に難しいところもありま

す。そういったことから、今の段階からしっ

かりと元金を償還して、将来の利子を減らし

ていこうということで、そこの例えにありま

すように、償還期間、これまで３０年を原則

としていたものを２０年、あるいは据置きに

ついても３年を必ずセットしておりましたけ

ど、これをないものも入れる、あるいは元金

を均等して返していこう、それとか、４つ目

にありますように、市場公募債、これも満期

一括ということを原則としておりましたけれ

ども、定時償還方式を入れることによって利

息が軽減できるといったことの導入検討であ

ります。

そういった２つのポイントをしっかりと体

制を整備して進めていこうということで、今

般、指針を作成し、その推進体制として公金

管理会議を設置したところであります。その

中では、①にありますように、３つの公金管

理計画について調整をし、進めてまいります。

そういった取組について、平成２９年度、

次の３ページになりますけれども、公金管理

計画というものを３月上旬、２日に会議を開

催して、３つの先ほど申し上げました計画に

ついての決定をして、進めていくというふう

にしたところであります。

１つ目の歳計現金等収支及び運用計画につ

きましては、先ほど申し上げました資金不足

に備えて留保して短期の運用をしていた２５

０億円については、長期の運用にするという

ことであります。

その運用の仕方として、基金運用計画、２

番目にありますように、これまでの基金運用

は２５０億円をやっておりました。それに今

申し上げました２５０億円が追加されますの

で、５００億円を運用していく。その運用の

仕方として、これまで５年という短期の運用

にしておりました。それを昨今の低金利を踏

まえて、２０年間の長期の運用に切り替える

ことによって利息を生み出すということと併

せて、運用対象債券につきましても、先ほど

申し上げましたように、この長期の運用に当

たって財投機関債を同様に導入していくとい

うことであります。それによって、効果額と

しては年間１億６千万円の効果を見込んでお

ります。

３つ目の資金調達計画につきましては、県

債の借入れになります。低金利の中で元金を

しっかり先に返していくということを進めて

まいります。当然、金融機関からの提示条件

がどういうふうになるかということが非常に

重要なポイントになりますので、そういった

ところを見据えながら、その下の①から⑤に

ありますような内容で進めてまいります。

１つ目の公的資金の確保、当然、民間資金

よりも公的資金の方が金利が低いわけであり

ますので、それを国に対してしっかりと配分

頂くようにお願いをしていくというのがまず

１つあります。その上で、民間資金で調達す

る部分については、先ほど来説明しておりま

す償還期間の短縮、あるいは据置期間の圧縮、

元金償還等への切替えというのをやってまい

ります。これにつきましては、既に２８年度、

プロジェクトチームで検討と併せて、並行し

てそういったものを導入してまいりました。

加えて、⑤の定時償還方式、いわゆる満期一

括の市場公募債、これまで３００億円を発行

しておりますけれども、その一部、５０億円

については定時償還を導入するということで、

現在、その引受けの主幹事等の選定の作業を

進めているところであります。来年の６月か

ら８月なりには、そういった定時償還方式、

全国的に広がっておりますので、本県として

も導入を進めていきたいということで取組を

進めてまいります。

以上であります。

志村委員長 ありがとうございました。

ただいまの報告につきまして質疑をいたし

ます。

衛藤委員 ２ページのポイント③のところで

推進体制（公金管理会議）を構築されるとい
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うふうに書かれているんですけれども、会議

のメンバーを見ると全部庁内、総務部長の下、

皆さん庁内の方だと思うんですけれども、資

金運用はプロが必要だと思うんですけれども、

そのチェックする側にもプロが入っていた方

が、やっぱり本当の専門家が入っていた方が

いいのではないかと思いまして、今後の検討

を要望いたしますが、その点の見解はいかが

でしょうか。

大友財政課長 先ほどプロジェクトチームの

中でも、委員おっしゃられるように、庁外で

はないんですけれども、庁内の職員をまず入

れているということが１点。

それと、そういう検討をする中で、運用を

行っていただける証券会社等々から、ある意

味、財政課であったり、会計管理局にはそう

いうアプローチというか、情報提供を常に頂

いております。そういった情報も我々として

受け入れながら、組織としては、その場で判

断をもらうということはしておりませんけれ

ども、常に、例えば月１回の報告を頂いたり

ということをやって、その情報を基に会議の

中で議論をするというふうに進めております

ので、チェック機能ということにはなりませ

んけれども、情報という意味では、いろんな

情報をその場で議論しているという状況です。

衛藤委員 やっぱり実際にその組織の中に入

って、そういう機能を専門家に持たせるとい

うのとアドバイスというのは、またちょっと

違った位置付けがあると思いますので、将来

的にそちらの方も御検討頂ければということ

で、もう要望で。

大友財政課長 例えば、証券会社そのものが

その中に入ってくると、そこから情報が漏れ

るということもあるので、その辺のメンバー

の選定だとかいうのをかなり慎重にやらない

といけないのかなとも思いつつ、今、整理し

ておりますので、その辺は御理解頂ければと

思います。

衛藤委員 多分、証券会社さんだけじゃなく

て、独立の機関投資家であったりとか個別で

やっている方とかもいらっしゃいますので、

その辺も含めてということで、将来のあれで。

志村委員長 御検討頂きたいと思います。

麻生委員 今の話で、例えば、県庁職員が証

券会社に研修出向で何年間か行って帰ってく

るとか、そういった資金運用についての専門

家育成というのはやっているんですか。

大友財政課長 現状はないと思います。

私の記憶では、かつて第一勧銀であったり、

東京銀行であったりというところに職員を、

いわゆる実務研修的な形で出していた実績は

あります。そういったことは今はないんです

けれども、その辺はちょっと私の範疇でない

ので。

藤原人事課長 以前、大分銀行との相互交流

ということで、数年前、実施した経緯はござ

いますけど、中身としては、証券運用という

部門ではなかったと思っておりますけど、委

員おっしゃられることについても、また今後

の検討課題とさせていただきたいと思います。

麻生委員 それから、３ページで効果見込額

が年１．６億円と０．２億円ということなん

ですけど、たしか国東市はこの前、効果額３

億円とかいう話を聞いたんですけど、県の方

がやるというわけにはいかない部分とか、い

ろんな部分も分かるんですけど、であるなら

ば、むしろ市町村にどんとやらせて、競争さ

せて、県が吸い上げるような仕組みというの

はできんですか。

大友財政課長 さすがにそれはできないと思

いますけれども、今回、１．６億円と上げて

いる部分については、先ほどの２ページのポ

イント①の２つ目の中途売却というところで、

国東市はここの中途売却のところのノウハウ

で、先般、３億円というような話もありまし

たけど、その分は今回の中には基本入ってお

りません。当然、今後の検討課題として、そ

ういう枠を今広げましたので、それに対する

勉強をしながら拡大していくということにな

ろうと思っています。

麻生委員 市町村に負けるようなね、さすが

県はうまいこと運用をやっているなというよ

うに頑張ってほしいですよね。
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終わります。

志村委員長 その他ありますか。

〔「なし」と言う者あり〕

志村委員長 じゃ、以上で総務部関係の提言

に対するお答えの協議を終わりたいと思いま

す。

この２年間、いろいろとありがとうござい

ました。行財政改革、ずっと取り組んでおる

課題でもありますけれども、これからも一つ

一つ成果が上がるように、改革というのは不

断の努力が必要じゃないかなと思っています。

我々議員の立場でも、これから一緒になって、

皆さんとともに、県民が主役でありますので、

そこに寄与できるように行財政改革をやって

いきたいと思っております。

長い間、総務部を初め、各関係の課長さん、

ありがとうございました。どうぞこれからも

よろしくお願いします。

暫時休憩して、午後１時から再開をお願い

します。ありがとうございました。

１１時４５分休憩

１３時００分再開

志村委員長 委員会を再開いたします。

それでは引き続きお手元に配付の次第に基づ

きまして、本特別委員会が去る３月７日に行

った報告の提言への対応状況について、調査

を行います。まず、提言１についてです。執

行部から順次説明をお願いします

廣瀬企画振興部長 企画振興部長の廣瀬でご

ざいます。委員の皆様には、日頃から県政諸

課題に対し、御指導、御鞭撻いただき、御礼

申し上げます。

さて、この度、行財政改革・グローバル戦

略特別委員会から、特に本県と台湾との交流

促進に向けまして５つの提言を頂いておりま

す。

提言に対する措置状況につきまして、詳細

につきまして担当の所属長の方から説明を申

し上げます。よろしくお願いいたします。

土田交通政策課長 まず最初は、日本側のア

ウトバウンド需要の創出が重要ではないかと

いう提言につきまして御報告申し上げます。

台中線の定期便化のためには、大分県民の

需要を示すことが重要でございます。年末年

始、１２月３０日に運航されました県民向け

の臨時チャーター便につきましては、１０３

席が完売いたしました。台湾、あるいは台中

市への県民における旅行需要も見込めること

から、マンダリン航空に対しましては、まず

は台中線における県民向けの座席数を増やす

ように働き掛けてまいりたいと思っておりま

す。

あわせて、県内旅行社の旅行商品造成に関

する経費、あるいは新聞、ウエブ等での旅行

商品のＰＲ経費を支援することで、県民の利

用を促進してまいりたいと考えております。

姫野高校教育課長 高校教育課から御報告さ

せていただきます。

平成２９年２月末現在、県立高校で台湾か

らの訪日教育旅行団を７団体受け入れ、学校

交流などを行ってまいりました。また、由布

高校や大分舞鶴高校など、６校の生徒が台湾

を訪問し、郷土芸能部や科学部の学校交流を

行っております。来年度はウエブ会議等を活

用し、学校交流を推進してまいりたいと考え

ています。

以上でございます。

堀国際政策課長 私からは、この提言にあり

ますとおり、大規模イベント等を通じた本県

と台湾中部、南部との相互交流の活性化とい

うことについてですけれども、今、交通政策

課や高校教育課の方からありましたように、

台湾との産業や観光、文化、スポーツ、教育

など、幅広い分野におきまして、今後、交流

促進が重要だと考えております。

台中市とは、昨年９月に友好交流に関する

覚書を締結しまして、ここでも様々な分野に

おいて今後の交流促進を図っていくと、お互

いに協力の下にやっていくことになっており

ます。

このように、大規模イベント等の機会が相

互交流には絶好の機会だと考えておりますの

で、今後とも関係課と協力しながら、相互交

流が活性化するよう取り組んでいきたいと考
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えております。

以上です。

土田交通政策課長 再び失礼します。

大分－台中の定期チャーター便の定期便化

に向け、より一層の取組ということで御提言

頂いております。

これにつきましては、マンダリン航空の本

社、あるいは台中支店を何度も訪問して、定

期便の支援策、あるいは利用状況などを提示

しまして、早期の定期便化に向けた働き掛け

を行ってまいりたいと思ってございます。

以上です。

志村委員長 それでは、提言１について以上

の説明を受けました。

質疑をしたいと思います。どうぞ、どなた

からでも。

藤田委員 マンダリン航空へこれまでも要請

にお邪魔をしているようなんですけれども、

このマンダリン航空側の現時点での反応とい

うのはどういう感じなんですか。

土田交通政策課長 行く度に利用状況が比較

的好調であるという旨は向こうからも頂いて

おります。その際に、併せて課題としまして、

やはりアウトバウンドもしっかりと取り組ん

でほしいということも言われてございますの

で、引き続き県民利用枠の増枠ということと

定期便化に向けて需要が双方であるんだとい

うことを訴えていきたいと思っております。

ですので、それを何度も伝えることによっ

て、定期便化に向けた道が開かれるのではな

いかなと思っております。

藤田委員 その際に具体的な数値、例えば、

大分から現地に行く人数だとか、枠を広げる

のと並行だと思うんですけれども、どれぐら

いのものがあればというような話ということ

なんでしょうか

土田交通政策課長 先方のマンダリン航空か

らは、県民の利用が２割から３割あるのが望

ましいというふうには頂いているところであ

りますので、まずはその需要が満たせるよう

に、県民向けのＰＲでありますとかに取り組

んでいきたいと思います。

守永委員 今の話に関連するとは思うんです

けれども、結局、今の便数の中で総トータル

の２割から３割が大分県民の利用があればと

いうふうなお話だと思うんですけれども、ど

うしても便の時間設定そのものが台湾から来

る人をメーンに置いた時間設定になってしま

っているというのが、この間、県民クラブで

行ったときも課題だよねというふうに議論し

た中なんですけれども、その時間の設定の仕

方によって需要が随分違ってくるよというこ

とも踏まえて、どういう手だてが今のチャー

ター便の制限の中で図ることができるのかな

というのを何か検討したことがございますか。

土田交通政策課長 やはり需要としては、ど

うしても台湾、台中側の需要が多い状況でご

ざいますので、その状況から考えますと、ど

うしても台湾側にとって使いやすいダイヤに

ならざるを得ないかなというのは考えてござ

います。

ただ一方で、委員おっしゃいましたとおり、

県民の利用のためには、時間の設定を含めて、

使いやすいダイヤにするというのも重要なこ

とでありますので、そこの点につきましても、

本社、あるいは台中支店に訪問したときには

きちんと伝えさせていただいて、お互いの需

要がうまくバランスが取れるような時間帯で

ありますとか、あるいは曜日につきましても、

調整を図ってまいりたいと思います。

末宗委員 定期便化やけど、今、福岡空港は

定期便が有ると思うんだけど、搭乗率は大体

どのくらいかな。

土田交通政策課長 博多の便でございますか。

末宗委員 福岡から。福岡の方。大分県はな

いんやろう。

土田交通政策課長 詳細は把握しておりませ

んけれども、大分、季節、あるいは月によっ

ても異なるというふうには聞いてございます

が、比較的好調だという定性的な情報は頂い

ています。

末宗委員 比較的好調じゃ中身がよう分から

ないけどね、そこ辺りは研究しておかないと

分からないじゃない、どんなふうになってい
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るか。比較的好調という言葉で政策が決定す

るのかなと思うけど。

土田交通政策課長 博多からの便は台北の方

の便でございまして、今回、我々が狙ってい

るのが大分－台中路線でございますので、一

概に単純に比較するのは難しいといいますか、

比較が難しいところがございますけれども、

中華航空、チャイナエアラインの博多－台北

路線については、時期によって違うけれども、

おおむね満杯の時期もありますし、好調だと

いう表現は聞いてございますが、いずれにし

ても、台中からの需要がどうかということに

ついては、きちんと把握しながら進めていき

たいと。

末宗委員 あんまりくどくは言いたくないん

だけど、台北の搭乗率も好調という形で言う

んだけど、詳細は分からないで大丈夫かなと

いう心配が大きいもんだけん、言うだけです

わ。

土田交通政策課長 今度、チャイナエアライ

ンの福岡支店もございますし、そこについて

も情報収集であるとかアウトバウンド利用の

窓口になっていただいている関係で、情報交

換してございますので、台北と福岡間の利用

率についても把握をしていきたいと思います。

小嶋委員 以前にも、この委員会でしたか、

お伺いしたことがあると思うんですが、我々

が先だって台湾に行ったときに、そこで分か

った話であるんですが、台中空港の飛行機機

材の乗り入れがジャンボジェット機といいま

すか、ちょっと人数の多い大きいジャンボジ

ェット機の乗り入れが難しいと。規制がある

のかどうか分かりません。空港の機能が１０

０人規模に限られているのか分かりませんが、

その辺の事情が詳しく分からないわけです。

我々が希望するのが、委員会として高校の修

学旅行を誘致するとしても、日本の場合は２

００人、３００人で取りますわね。なので、

今来ている分でいうと、２、３台、飛行機が

来ないと渡れないので、日本からの修学旅行、

教育旅行は行けないというのが実情というよ

うな話もありました。

なので、お伺いしたいのは、台中空港の環

境といいますかね、着陸場それから、発着の

環境について把握している分があれば、お伺

いできればと思います。

土田交通政策課長 詳細にどの機材までが制

限を受けるかなどの条件については、まだ勉

強してございませんので、今度、現地に行っ

たときに研究してまいりたいと思いますが、

現在伺っているのは、軍との共用空港であり

ますので、その関係で管制上の優先順位の関

係でありますとか、そういった制約があると

は聞いてございますので、機材についても制

約があるのかどうかにつきましては確認をし

てまいりたいと思います。

小嶋委員 大分の場合は、台中空港がいわば

焦点ですわね。ですから、台中空港の離発着

で大型便が入れるようにしていただくという

ことが大事だということと、もう一つは、マ

ンダリン航空の会社そのものに、そういう大

型機材そのものの運航があるのかどうかとい

うのは、把握しておられればお願いします。

土田交通政策課長 マンダリン航空がチャイ

ナエアラインの１００％子会社で、中・短距

離路線を中心に運航しているものでございま

すので、比較的小さな機材が多うございます。

ですので、２００人、３００人が対応できる

ような大型機については、改めて確認をしま

すが、今伺っている情報だけですと、ないと

聞いてございますので、そこについては少し

研究といいますか、確認が必要かと思ってご

ざいます。

小嶋委員 分かりました。

この前、由布高校は人数を整えていきまし

たけれども、大規模に教育旅行が行けるよう

な環境作りに是非御努力を頂きたいと思いま

す。よろしくお願いします。

麻生委員 今のマンダリン航空の保有機材、

ネットで調べたところによると、エンブラエ

ル１９０型が６機とボーイング７３７－８０

０型が１機というような情報なんですが、今

聞いたらよく把握していないみたいなんで、

そこはよく把握していただいて、どの機がど
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このルートに行っているか、マンダリン航空

の中・長期戦略というか、経営計画が有るは

ずなので、それによると、今後、機種変更と

か更新がどうなっているかというのも、もう

何度も行っていらっしゃるから把握している

もんだと思ったんだけど、まだちょっと十分

分からないということだったので、これ以上

聞きませんが、大事なことは、航路の中で日

本国内と結ばれていたところが運休していま

すよね。運休している路線が結構有るはずで

ございます。あるいは定期チャーター便で飛

ばしたけれども続いていない、その理由を各

国内路線の中での都市との理由をちゃんと把

握しておく必要があろうかと思うんですね。

何でやめたのと。私どもがプライベートで遊

びに行ったときに、現地のツーリストの方々

にいろいろ聞いたときに、非常に厳しいよと、

そんな簡単な話じゃないよと、定期便化等々

も含めて厳しいよというのを本音の部分でい

ろいろ情報収集して聞いているんですね。

それは理由は、何でこれまでやっていると

ころが運休しているか、この理由を十分に把

握しておく必要があろうかと思います。その

運休しているところの理由把握をしておれば、

ちょっとそれをお聞かせ願いたいというのが

１点と、僕は何で台中なのかという話の中で

否定的なことをずっと言っていたんですが、

いろいろ調べていくと、台中－武漢路線とい

うのが有るんですよね。大分市は武漢と姉妹

都市締結をしているんですが、台中－武漢路

線を大分から台中経由で武漢というような路

線の可能性について、何かこれまでリサーチ

していることがあれば教えてください。

土田交通政策課長 １つ目の廃止された理由

といいますのが、日本向けの路線であれば、

マンダリン航空においては、現在、日本向け

に運航されている路線は那覇線しかございま

せんで、それについては運航をし続けている

と把握してございますので、日本向けの路線

については、いまだマンダリン航空としては

廃止された路線はないのかなと認識していま

す。

他の路線については、まだ承知してござい

ませんので、そういったネットワークとして

就航した都市で廃止されたものがあるかとい

うのは少し調査をしてみたいと思っておりま

す。

２点目の台中－武漢については、これまで

研究したことがございませんので、そこにつ

いても、先ほど申し上げたネットワークとし

て、会社として就航した都市から撤退したこ

とがあるかどうかという観点で調査をしてみ

たいと思います。

志村委員長 私が言った２点ですね、国民文

化祭との関係ですが、台中の中山医科大学の

ＯＢの方々の話とか、あるいは高雄の教育庁

から高校生が来て、こちらで交流するような

出番があればというふうな話なんですけれど

も、由布高校と高雄の小港高校が姉妹校を結

んだんですよねえ。それも庄内神楽で国民文

化祭か何かに出るのかなと思うんだけれども、

そういう関係で国際的な人たちも迎え入れる

国民文化祭というふうなコーナーというか、

期間というか、そういうのができ得るのかど

うかですね。それによって組立てもできると

思いますが、ちょっとその辺を。

土谷芸術文化スポーツ局長 国民文化祭、合

唱団の話は今年というお話を伺っています。

志村委員長 ああ、そうか、今年か。

土谷芸術文化スポーツ局長 今年ですね。お

話を伺っておりますので、今、芸術振の方で。

１つには、国内外からのお客様を受けると

いうことで、国内外に向けての企画、要は海

外からの団体を呼んできて何かするような企

画というのももちろん国民文化祭で考えてお

ります。ただ、それは一応こちらの受け込み

の団体ができるかどうか。ただ受けるだけで

は、ただのコンサートですので、そうではな

くて、こちらと一緒に何かをやる、そのこと

によって全国に情報発信するというような取

組にしたいというふうに思っていますので、

何件かお話、自分たちでやろうというところ

が出てきていますので、そういうところにつ
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いては団体を中心に、今、物を考えていると

いうことになります。

ですから、台湾から具体的にどうかという

のではなくて、一般論から申し上げますと、

海外からの交流事業というのはあり得るとい

うことです。

志村委員長 分かりました。

姫野高校教育課長 高校生の今後の取組につ

いて説明させていただきますが、次年度から

の事業といたしまして、おもてなし人材を育

成していきたいと。主に商業科の生徒たちが

自校が地域と開発した特産物だったり商品を、

英語とか中国語を学んで、それを国民文化祭

だったりワールドカップの中でそういった取

組を活かせていけたらということで、３年計

画でやってまいりたいと考えております。そ

の中には商業科、先ほどおっしゃっていただ

いた由布高校の観光コース、そういった子供

たちを、おもてなし人材を招く、そういった

資質、スキルを上げるような取組をやってま

いりたいというふうに考えています。

志村委員長 ありがとうございました。

提言１だけでこれだけ掛かるので、２、３、

４、５と全部説明が終わって、それから質疑

にしたいと思いますので、２から５まで順次

お願いをいたします。

佐藤文化課長 ２番、大分と台湾との歴史的

つながりの顕彰とＰＲについての提言に対し

まして、まず、文化課の方からお答えさせて

いただきます。

まず、２９年度にガイドブック「ふるさと

大分の偉人たち」を作成し、県内中学生や教

育旅行で来県する学校等に配付することを検

討しております。また、先哲史料館のホーム

ページで掲載し、広く周知を図ることも検討

しているところです。

あわせて、写真パネル「ふるさと大分の偉

人たち」を作成し、先哲史料館や歴史博物館

等でパネル展示し、普及を図るとともに、学

芸員、研究員が出前講座や来館講座でパネル

とガイドブックを活用し、各人物の業績やエ

ピソードを紹介することも検討しております。

以上です。

阿部観光・地域振興課長 台湾と本県とをつ

なぐ偉人の方々を活用するのは、教育旅行誘

致にとって有用だと考えております。旅行会

社向けのパンフレットにも記載することとし

ております。

台湾へのＰＲにつきましては、昨年６月に

行われましたＪＮＴＯ主催の現地商談会への

参加や１１月の大分県単独の台湾プロモーシ

ョン、また、今年２月には県内グリーンツー

リズム関係者と台中旅行博覧会に出展すると

ともに、旅行会社へも訪問し、旅行商品造成

の働き掛けを行ったところでございます。

今後も台湾の教育関係者や旅行会社から意見

を聞きまして、本県の特徴であります農村民

泊や学校交流、体験学習を軸にした魅力的な

モデルコースを提案し、積極的な誘致を図っ

てまいります。

以上です。

志村委員長 提言３の教育旅行・修学旅行に

ついて。

土田交通政策課長 定期チャーター便につき

ましては、先ほども御議論ありましたが、県

民向けの座席数が限られている状況でござい

ますので、大規模な団体への対応が困難な状

況でございます。

一方で、定期便化のためには県民向けの需

要を示すことが重要でございますので、修学

旅行等の需要がありましたら、マンダリン航

空に対しまして、座席数の確保でありますと

か臨時チャーター便の運航も含めて働き掛け

たいと考えてございます。

姫野高校教育課長 現状につきましては先ほ

ど御説明させていただきましたけれども、２

月末現在、台湾から７団体受け入れ、そして、

大分県の方からは由布高校や大分舞鶴高校な

ど６校の生徒が台湾を訪問し、学校交流を行

っております。

また、委員長から先ほど御紹介頂きました

が、３月に由布高校と高雄市立小港高級中学

校との姉妹校提携書が交わされております。

今後も由布高校を初めとした県内高校と台
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湾の学校との相互訪問や短期のホームステイ

の実施、さらに、ウエブ会議などを活用した

学校交流を推進してまいりたいと考えており

ます。

志村委員長 続きまして、文化交流について。

佐藤芸術文化振興課長 文化交流の促進につ

いてということで、県立美術館、県立歴史博

物館で収蔵品を生かした国内外の美術館、博

物館との交流を積極的に行っていく必要があ

るとの御提言を頂きました。

県立美術館は、これまでも国内外の美術館

との交流に積極的に取り組んできました。例

えば、美術館の開館記念展、「百花繚乱」展

では、東京国立博物館の国宝「松林図屏風」

の他、スペインのソフィア王妃芸術センター、

イギリスのテート、それからフランスのオラ

ンジュリー美術館など、国外の美術館からも

多数の作品を借用したところです。

他の県立美術館の企画展でも、国内外の美

術館から作品を借用している他、国内の美術

館には所蔵品の貸出しも行っているところで

す。

また、県立美術館主催シンポジウムへの海

外の美術館館長の参加や他館との共同企画展

の開催など、人的交流も進めています。

今後も国内外の美術館との交流を積極的に

行い、県民に優れた美術鑑賞の機会を提供し

たいと考えております。

佐藤文化課長 歴史博物館では、「国東半島

宇佐地域・六郷満山開山１３００年誘客キャ

ンペーン」の一環として、九州国立博物館に

おける展覧会の共同開催とともに、平成２９

年度特別展「仁聞」展を計画しているところ

です。この展覧会において、九州国立博物館

だけでなく、重要文化財等を所蔵している国

内の博物館や寺社等からの借用も検討してお

ります。

現在、国内の博物館等との信頼関係を築き

ながら、所蔵品の相互貸借を進めているとこ

ろですが、今後、国外の施設とも展覧会開催

等を視野に入れつつ、国内同様、まずは学術

交流等信頼関係作りに取り組みたいと考えて

おります。

あわせて、国外との収蔵品運搬などに係る

経費等についても研究したいと考えていると

ころです。

以上です。

志村委員長 提言５につきまして。

阿部観光・地域振興課長 訪日教育旅行の誘

致につきましては、昨年の委員会による台湾

国際教育旅行連盟への訪問をきっかけに、２

月にツーリズムおおいたの訪日教育旅行コー

ディネーターが薜総会長と面会いたしまして、

大分県への誘致を働き掛けたところでござい

ます。今月には九重町とともに、台北、台中、

高雄の教育関係者を対象に現地で商談会を実

施しました。その後、教育関係者の招請事業

で意見交換会を行ったところでございます。

このような御縁を大事にし、より一層の誘

致につなげていきたいと思っております。

また、昨年１１月２１日から２３日にかけ

て行政、観光協会、観光施設、宿泊施設、交

通施設、飲食店などの観光関係者２６団体と

ともに、県単独商談会を実施しまして、観光

素材の売り込みを行ったところでございます。

引き続き関係団体が一体となって台湾から

の誘客に取り組んでまいります。

以上でございます。

堀国際政策課長 最後に、オール大分の活動

の継続ということでございますけれども、こ

れまで以上に各分野における台湾との交流促

進のため、我々県、市町村の行政、議会、民

間交流団体の３者が連携しながら効果的に取

り組んでいきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

以上であります。

志村委員長 ありがとうございました。

多岐にわたりましてございますが、どうぞ

御質疑を。

藤田委員 済みません、２番目の大分と台湾

との歴史的つながりの顕彰とＰＲに関してな

んですけれども、先般、ＴＯＳの方に行って、

中島力男先生をテーマにしたドキュメンタリ

ー番組で「遥かなる嘉南」という番組が１０
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年以上前に放送されているんですけれども、

例えば、それをＤＶＤ、メディアとして、こ

ういったキャンペーンだとかＰＲに活用でき

ないかということを今お尋ねしていて、版権

だとか肖像権だとかを今ちょっと確認してい

ただいています。若しくはそれをまたリメイ

クしてショート版にしてイベント時に流した

り、烏山頭ダムの中の八田さんの記念館であ

のＤＶＤも流していただけるといいなという

ふうに思っていて、そういう取組ができない

かということです。版権がもし使えるようで

あれば、是非考えていただきたいということ

が１つと、逆に、今ここに名前が上がってい

るような方々を１つの番組で、大分と台湾で

放送できるような働き掛けを放送局の方にで

きないのかなと。県民も知ることもできるし、

向こうの方へのアピールにもつなげられるの

で、番組的にも台湾への関心が高まれば、県

民の関心も高まっているのではないかなとい

う気がするので、そういう考えがあるかどう

かと、できればそういう取組も、働き掛けを

是非お願いをしたいという２点でございます。

佐藤文化課長 ただいまお話のありましたＴ

ＯＳの番組は、中島力男さんがまだ御存命の

ときに作成した番組で、中身的にＰＲできる

ものはかなり含まれていた番組だったと認識

しております。その番組について、外で流せ

るかというのは、またＴＯＳの版権に伴うこ

とだと思いますので、それについての働き掛

け等は進めていきたいと思いますが、あわせ

て、他の人物もということでありましたので、

それは番組を作りませんかというだけではな

かなか番組にはなりませんので、まず、来年

度、ガイドブックを作成するということで、

今、人物の資料等も集めておりますので、そ

ういうガイドブックを作りながら、魅力的な

側面をお知らせしていくことからまず始めた

いと考えております。

以上です。

藤田委員 是非番組化に向けて、私自身も見

てみたいなと思いますので、働き掛ける方は

ただなので、是非よろしくお願いいたします。

志村委員長 その番組に八田與一さんは出て

いますか。

佐藤文化課長 ちょっと申し訳ありません。

そこまで把握できておりません。

志村委員長 確認しておいてください。そう

すると、八田記念館での放映というのも不可

能ではないと思いますので、確認をしてくだ

さい。

阿部観光・地域振興課長 そういったＤＶＤ

だとかが作成されれば、現地に行って、商談

会とかの際も活用ができると思いますので、

今後、検討したいと思っています。

藤田委員 じゃ、ＴＯＳさんの方から回答が

ありましたら、また連絡をさせていただきま

す。

守永委員 関連していいですか。今の話の中

で、新たにこういった関係する偉人の方々の

番組でも作ればという話もあったんですけれ

ども、もし可能であれば、県内の放送制作会

社だけに限らず、いわゆるどういう関わりが

あったんだということを考えれば、台湾での

取材とか、そういったものも想定されますの

で、台湾の番組を作る会社がどういう状況な

のかというのは存じ上げませんけれども、日

台で放送会社が連携をして作るような働き掛

けもできれば、より大分と台湾の様々な企業

との連携というものの働きができるんじゃな

いかなと思いますので、もしそういったこと

も検討できれば、ひとつ検討していただけれ

ばと思います。

佐藤文化課長 県内の放送局にまず話をする

段階で、そういうことも可能性がどうなのか

というところも話をしながら、可能なところ

から進められればと思っております。

守永委員 お願いいたします。

小嶋委員 先ほども出ておったんですけど、

学校教育、高校教育の中で、来年度はウエブ

会議等を活用して学校交流を推進するという

ことなんですけれども、大変良いことだと思

います。そういうものをどんどんと積み上げ

ていって、一回行ってみようねという話につ

なげていっていただけるのもいいと思うんで
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すが、現状で高校の中でウエブ会議等を活用

できるという環境が整っているところはどれ

くらいありますか。

姫野高校教育課長 先般、大分豊府中学校の

方が高雄市の方の学校を招く際に、あらかじ

め現地の文化なり歴史を学んでということで

行いました。委員おっしゃるように、システ

ムを今回事業立てをいたしまして、予算立て

をし、次年度からはいろんな県立高校で遠隔

のウエブ会議ができるような導入を考えてい

るところでございます。現在はまだ少ない、

１校です。

小嶋委員 学校で教育課程の中で頻繁に使う

ということでないと、なかなかこういうシス

テムというのは高価なものになると思うので、

しかるべき高校の教育課程の中で、あるいは

教育委員会の中ででも、２、３セット持って

いて使い回しをするとかいうことでも、ハー

ド装置としてはよかろうかなと思いますので、

是非計画を組んで、今年度はどれくらいの学

校でやりましょうというのが見えるぐらいに

して進めていっていただくと、次年度、３年

度先とか随分進んでいくんじゃないかと。こ

れはいいことだなということで進んでいくん

じゃないかと思うので、その辺は御検討いた

だきたいと思います。

姫野高校教育課長 ハード面につきましては、

教育財務課が電子黒板を計画的に導入すると。

あと、ウエブ会議で必要になるのがつなぐシ

ステムのところでございますので、システム

は今回導入すれば、いろんな学校で使えるよ

うになります。

あと、今、教育課程につきましては、専門

高校については課題研究、普通科についても

総合的な学習の時間で生徒が主体的にそうい

った学びをするというテーマを与えながら展

開してまいりたいと考えております。

麻生委員 オール大分の活動の継続の視点か

ら、まず、提言２の台湾との歴史的つながり

の顕彰とＰＲについてでありますが、「ふる

さと大分の偉人たち」というガイドブックを

作成されるということでありますが、これの

部数と配布先をどう考えていらっしゃるのか。

同時に、その下にあります県北地域、県中・

県南地域、豊肥・久大地域、それぞれの台湾

に関係をするとしてピックアップされるとい

うことでありますが、正しくこれは国民文化

祭でゾーニングを今して、いろんな市町村事

業を構築しようとしておられますけれども、

それとの関連も含めて、どのように考えてい

らっしゃるのかというのが１点。

それから、提言３の教育旅行・修学旅行を

通じた青少年交流の促進で、私も昨年２月に

特別委員会で台湾を訪問したときに、台湾の

方々に大分のことをＰＲする、あるいは教育

旅行をターゲットにして訪問しているんです

けど、繁体字もテロップも出てくるようなＤ

ＶＤが有ると、２０分か３０分ぐらい、やっ

ぱり大分のことを詳しくそこでＰＲするとい

うのが、オール大分でいろんな団体が行くと

きに必ずそのＤＶＤが有れば、パワーポイン

トで説明すれば伝わるわけなんですが、そう

いったのがなかなかないので、それぞれが自

分たちで作っていかないといけないんですが、

そういう基本バージョンみたいなものを作っ

ておいていただいて、ダウンロードして活用

できるような仕組みが要るんではないかなと

思いました。それについての今後の方向性が

あれば教えてください。

それから、提言４の芸術文化に関して、例

えば、私どもは故宮博物院を訪問して、院長

さんともお話ししたりもしているんですが、

じゃ、大分のものって何が有るのかと。故宮

博物院は国宝ですから、大分の国宝というの

は美術品は２つ有るんでしょう。ちょっと大

分の国宝について、２つをお知らせください。

そして、彫刻と工芸品、田能村竹田の関係と

２種類有って、それぞれの所管がどこになっ

ていて、例えば、それを相手に持ち出した、

国外に持ち出した実績があるのかないのか、

もし持ち出すとしたらどういう課題があるの

か、以上について伺います。

佐藤文化課長 今、御質問頂きましたうちの

１番と３番について、まず答えさせていただ
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きたいと思います。

まずは提言２に関して、今、作ろうと考え

ているガイドブックでありますが、これは中

学生向けに作成して、県内の中学生全員に配

布できるものを作りたいと考えております。

あわせて、台湾の方から大分県に来る学校

の生徒たちにも配布できるように、そういう

部数も考えながら印刷をしたいと考えており

ます。

中身は、台湾と大分のゆかりのある人物と

いうことに限らず、今度は台湾の方に日本の

近代化等に活躍した人物についても知ってい

ただきたいということで、大分県の偉人たち

を集めたもの、ただ、全部で１６ページのガ

イドブックと考えておりますので、そういう

中で４ページずつを３つの地域に充てれば、

それぞれの人物について、ある程度分かりや

すく説明できるのではないかなと考えている

ところです。

そういうものを使いながら、中学生や国外

から来た方たちに大分県、あるいは大分県と

ゆかりのある人物について知ってもらえる、

そういうものになればということで今考えて

いるところです。それが国民文化祭の流れの

中で、地域の人物を知ってもらうというよう

なことにも活用していただければ、それは有

り難いことだなと思っているところです。

次に、３点目の質問で、大分県に有る国宝

の話ですが、国宝は建物として宇佐神宮の本

殿と富貴寺大堂の２つ、それから、磨崖仏が

臼杵磨崖仏が国宝になっております。それ以

外に、美術品として、今、宇佐神宮が所蔵し

ております孔雀文磬、お寺で時を知らせるよ

うな金属製の板状に孔雀が描かれているもの

なんですが、そういう孔雀文磬が有ります。

大分県の国宝というと、この４点になります

ので、外国にもし貸し出すとか、そんなこと

を検討できるとすれば、その孔雀文磬しかな

いかなというふうに考えております。

麻生委員 彫刻で紙本著色遊行上人絵伝巻第

七とかいう、それがそのこと。

佐藤文化課長 国宝ということでいえば、そ

の４点になりますので、あと、その他重要文

化財とか……

麻生委員 国宝で出ているけど。帆足家に伝

わる工芸品、田能村竹田関係とか。把握して

いない。

佐藤文化課長 帆足家に伝わる田能村竹田関

係の絵画となれば、それは重要文化財になり

ます。

麻生委員 国宝がない。

佐藤文化課長 国宝は、その４点だけです。

それで、国宝にしろ、重要文化財にしろ、

国が指定したものを国外に持ち出すとかいう

ことになれば、そのことに関しまして文化庁

と協議して、文化庁の許可がなければ出せま

せんので、そこら辺りはまた貸し出しをする

とかいうようなことを含めて、具体的な話を

文化庁としていくというのが大前提になって

くるかと思いますので、なかなか簡単にはち

ょっとできにくいことだという状況にありま

す。

以上です。

阿部観光・地域振興課長 台湾に行かれる際

にＤＶＤに落とし込んでということでござい

ますが、今現在としてはＤＶＤはございませ

ん。ただ、ここに書いておりますように、

「大分県訪日教育旅行のすすめ」というパン

フレットを今年度作るようにしていますが、

そういったものを行く際にＤＶＤに落とし込

んでいく、あるいはホームページで見られる

ということでＰＲすることができると思いま

す。

また、ＤＶＤの活用等については検討させ

ていただきたいと思います。

以上です。

姫野高校教育課長 先週の木曜日に、先ほど

観光・地域振興課の方から御紹介ありました

けれども、台湾の学校７校の校長先生方が懇

談会、意見交換会、その際、コーディネータ

ーの方が、委員おっしゃったように、ＤＶＤ

じゃないですけど、パワーポイントで由布高

校に招いたときの生徒たちとの交流の様子や

ホームステイの様子とか、だんご汁を一緒に
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作ったとか、そういうのを見せて、とてもイ

メージが湧いたというような状況が分かりま

す。

また、これはパンフレット、由布高校の観

光コースが作った庄内神楽を英語、中国語で

紹介したものですが、県唯一の観光コースの

特色を使いながら、今言ったような大分県の

案内ができればいいなということをまた連携

してやっていきたいと考えています。

麻生委員 まず、「ふるさと大分の偉人た

ち」のガイドブックでありますが、やっぱり

台湾を相手にしたターゲットとしては、教育

旅行のお互いの行き来という部分では、高校

生がターゲットになったものですよね。先ほ

どお話ししたのは中学生向けということであ

りましたが、中学生ももちろんですけど、高

校生の分も準備をしておく必要があるんでは

ないかなと。優先順位は、むしろ高校生の方

が高いんではないかなと思いました。

同時に、それぞれエリアの偉人の記念館が

有る人と無い人と、あるいは銅像が学校に有

る人と無い人とか、台湾の高校生が大分を訪

問したときに、具体的にそれを説明できる映

像が有ったり、記念館が有ったり、展示物が

有ったり、関与する何かが有るかどうか、こ

れも非常に重要でしょうから、そういった部

分も連携を図って、オール大分として受入側

として取り組んでいただきたいということを

お願いしておきます。

それから、ＤＶＤ、ＰＲについては、広報

の方ともよく連携を図って、台湾に限らず、

どことも教育旅行であるとか、そういったタ

ーゲット、別の基本的なものがあれば、国際

交流、国際政策課も一緒に、各種団体、結構

いろんなところで行っていますので、そんな

ときに持っていけるような、ＤＶＤ１枚ぽっ

と渡して、それだけ持っていけば大分のＰＲ

ができるよというような協力要請も必要じゃ

ないかなと思いますので、それを提案してお

きたいと思います。

文化交流の部分については、やっぱり相手

が国になりますので、国宝的なものをまず最

優先として持ち出す部分について、大分に有

るもの、持ち出せるもの、これについての検

討をしておく必要があろうかと思います。優

先順位としては、そこを急いでほしいと思い

ます。

以上で終わります。

志村委員長 修学旅行の件ですけど、台湾は

御存じのとおり、１学年千人ぐらいおるよう

な学校なので、大変規模が大きいところなん

ですけれども、向こうの海外旅行というのは、

希望者だとか、あるいはコースによって来ま

すから１００人単位で来るんですけれども、

日本の場合は学年全員で一斉に行くもんだか

ら、それこそ２００人、３００人ということ

で対応ができないということも、たとえチャ

ーターができても、ホテルの問題もあったり

するもんだから、やっぱりそこをどうするか

ということだと思う。

これは台湾だけじゃなくて、中国も韓国も

そうだと思うんだけれども、台湾のように修

学旅行を１学年全員でドンと行くということ

から少し脱皮して、２コースぐらいに分けて、

国内とか、あるいは海外とか、そういう範疇

でずっと希望をとりながらやるという方法も

１つの方法じゃないかなと思うんですよね。

それはなぜかというと、今、修学旅行はほと

んどが長野にスキーに行って、ディズニーラ

ンドを見て、原宿で買い物をしてとなると、

これはやっぱり修学旅行というよりも、遊学

旅行のような感じがしてしようがないんです

よね。例えば、長野に行くのも大いに結構で、

向こうの学校と交流するとか、やっぱりそう

いう刺激をする、あるいは研修をするという

ことをしないと、修学旅行、あるいは教育旅

行とはちょっと呼びにくいようなことではな

いかなという思いを持っているんです。

そういう意味では、２コースぐらいにする

ような、どこかモデル校を１校作ってやって

みるという方法もいいかなと思うので、もう

少し柔軟な対応を検討してもらえれば有り難

いと思いますが、いかがでございますか。

姫野高校教育課長 先ほど言いました先週の
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台湾の高校の幹事の方は、台湾の子供たちに

とって一番人気があるのがホームステイと農

業体験ということでした。逆に、どのくらい

の規模の受け入れというのが可能なんですか

と質問したら、おっしゃったように、大分県

の方から高校生３０人であれば台湾の方でも

ホームステイが可能であるというようなお話

を頂きましたので、そういった中で生きた英

語、中国語だったり、歴史だったり文化だっ

たりを学んだり、若しくは英語を交えて交流

したりとか、そういう生徒たちの力をどうや

って上げていくかということを考えながら、

今のお話を検討してまいりたいと思います。

志村委員長 よろしくお願いします。

麻生委員 今のに関連して、台湾の高校は２

０箇国ぐらい行っていると言っていました。

海外の修学旅行。要は大分県というのはＡＰ

Ｕがあって、ダイバーシティの多様性をこれ

から踏まえて、グローバル化していくと。そ

ういった人材を育てると言っているにもかか

わらず、高校の修学旅行の行き先は何じゃい

なと。しかも、誰がどういう形で決めている

のかいなと、多様性もくそも何もないじゃな

いのと、全く言っていることとやっているこ

とが違うでしょうというのが実態なんですよ

ね。だから、要は選択制があって、多様性が

あって、自分で選択して行けるみたいな、チ

ャレンジできるようなものをいかにしてオー

ル大分として作っていくか、これは重要なこ

とだろうし、実際にそういったことを実現し

ようと思えば、ＡＰＵに世界各国からね、九

十何箇国・エリアから来ているわけですから、

そのお子さんたちとの、ＡＰＵとの高校の連

携もあるわけですから、当然、事前研修とか

いったことは、他のどこの県よりも、やろう

と思えばできるわけですから、そういったこ

とを具体的に進めてチャレンジしてほしいな

と思いますが、部長、その辺はどうでしょう

か。

廣瀬企画振興部長 教育委員会さんと御相談

しないといけないんですけれども、県の国際

戦略、海外戦略を持っている企画振興部とす

れば、当然ながら、特に東南アジア方面の国

・地域との交流というのは大切だと思ってい

ます。ですので、確かにＡＰＵには留学生が

たくさん東南アジアから来ていますから、事

前にそういう留学生と交流の場を持って、あ

らかじめ文化とか言語とか、そういうことを

勉強していくというのも大分県の特色だと思

いますし、その辺り、教育委員会とちょっと

相談しながら、是非取り組みたいと思います。

志村委員長 では、以上で質疑を終わりたい

と思います。

２年間、しかも、グローバルは特に台湾に

特化してずっと取り組んでまいりましたけれ

ども、それなりの成果も上がったんじゃない

かなと自負しておりますが、これから台湾だ

けじゃなくて、やっぱりアジアの全ての国々

とこういうお付き合いをできるといいかなと

思っておりますので、議会が４３人おるわけ

ですから、４３箇国とこういう交流ができれ

ば一番いいなと思っておりますので、それぞ

れの立場で交流関係を作っていきたいと思っ

ております。

それにつきましても、台湾との交流が非常

に盛んになって、６月２日にはまた北西高級

中学が修学旅行に来るということでございま

して、ＡＰＵの魅力も、本当に相乗効果のあ

る大分県であるというふうに思っております

ので、是非歓迎体制を作ってまいりたいと思

っております。

長い間ありがとうございました。これから

もどうぞよろしくお願いします。

以上で終わります。ありがとうございまし

た。

〔企画振興部退室〕

志村委員長 ２年間、特別委員会ありがとう

ございました。一応区切りがつきまして、提

言したことについてもしっかりとした対応を

していただきました。これからは、そういう

ことで、また次のステップアップにつながれ

ばいいかなと思っております。
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台湾に特化したことでお付き合いも大変だ

ったと思いますけれども、それなりの成果が

出たというように思っておりますので、よろ

しくお願いします。

また、日台議員連盟もできて、特に藤田委

員は個人的なことだけではなくて、公務につ

ながるお付き合いを頂いておりますこと、本

当にこれからもよろしくお願いします。

以上で特別委員会を一応これで解散ですね。

長い間ありがとうございました。


